
　決議の理由

１　当会は、２０１０年（平成２２年）５月２５日の定期総会において、

「国選付添人選任の対象を観護措置決定を受けた少年すべてに拡大

することを求める決議」を行った。

　　本年、あらためて決議を行うものであるが、以下で、決議の趣旨に

ついての理由と共に、この時期に再度決議する理由を述べる。

２　弁護士は、非行をおこした少年に対する少年審判手続において、非

行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるため、少

年の立場から手続に関与し、少年の権利を守り、かつ、少年の更生

を支援する付添人活動を行ってきた。

　　具体的には、少年を冤罪から守るべく非行事実を争ったり、被害者

と面談するなどして、被害回復のための措置を講じたり、被害実態

を少年に伝える等して少年の反省を促したり、さらには家庭や学校

職場等に働きかけて少年を取り巻く環境を調整するなどの付添人活

動を行ってきた。

少年審判を受ける少年の多くは、成育歴や家庭環境に大きな問題を

抱え、居場所がなく、信頼できる大人に出会えないまま非行に至っ

ている。そうした背景事情に目を向けながら少年を受容し、理解し

た上で、少年との間に信頼関係を築きつつ、どこまでも少年のパー

トナーという立場で、少年の更生を支援するという活動は、弁護士

付添人にしか出来ない活動である。

３　そうした付添人活動を通じて、弁護士は、実際に多くの少年が成長

し、更生していく姿を目にしてきた。そして、この活動は、地域か

ら非行を減らし、確実に地域・社会の安全につながっていくもので

ある。

そして、少年事件の背景事情に目を向ければ、重大事件に限らず、

窃盗事件や傷害事件、さらにはぐ犯事件を含む全ての事件について

少なくとも観護措置決定を受け、身体拘束を受けている少年に対し

ては、弁護士付添人の支援が不可欠であることを実感してきた。

　　そうであるからこそ、当会は、２００１年（平成１３年）２月に、

少年が希望する限り、対象事件を問わず、観護措置決定を受け、少

年鑑別所に送致されたすべての少年に弁護士付添人を選任するとい



う「全件付添人制度」を発足させ、今日までその制度を発展・存続

させてきた。

　　そして、この全件付添人制度は、全国に広がり、すべての弁護士会

において「当番弁護士制度」として定着してきた。

４　こうした弁護士の活動もあって、２００７年（平成１９年）には、

国選付添人制度が発足した。

　　しかしながら、この国選付添人制度は、対象事件が一定の重大事件

（故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪及び死刑又は無期若

しくは短期２年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪）に限定されて

いるうえ、家庭裁判所が必要と認めた場合にしか付されないという

制度に止まっている。

　　前述のように、弁護士付添人が少年の権利を守り、少年の更生を図

るうえで不可欠であることは、重大事件に限ってのことではない。

とりわけ観護措置決定を受け、重大な処分が予想される事件におい

ては、弁護士付添人の支援が不可欠である。

そうであるにも拘わらず、国選付添人制度における対象事件が限定

されているため、２０１０年（平成２２年）における国選付添人の

選任率は、観護措置決定を受けた全少年のわずか４．７％に止まり

国選付添人以外の付添人を含めた弁護士付添人選任率も、観護措置

決定を受けた全少年の約６２％に止まっている。

これは、身体拘束されている成人被告人のほぼ全員に弁護人が選任

されていることと比較しても極めて低い選任率であり、少年に対す

る法的援助が不足していることは明らかである。

５　一方、２００９年（平成２１年）５月２１日以降、被疑者国選弁護

制度の対象事件がいわゆる必要的弁護事件にまで拡大されたため、

窃盗や傷害等を犯した少年も、被疑者段階では国選弁護人を選任す

ることができるようになった。

しかし、国選付添人制度の対象事件が一定の重大犯罪に限定されて

いるために、家庭裁判所に送致されると同時に、その少年には弁護

士が関与しなくなるといった事態が生じている。

そもそも、被疑者段階での弁護活動は、起訴されるべきでない被疑

者を起訴させないための活動のみならず、起訴後の将来の裁判（審

判）を見据えた活動をも含むものであって、起訴（家庭裁判所送



致）後の活動と不可分である。

特に、少年事件の場合には、家庭裁判所送致後、原則４週間以内に

審判が行われるため、弁護士は、成人の刑事事件に比してより短期

間のうちに、将来の審判を見据えて、少年の反省を促したり、被害

者と示談に向けた話し合いをしたり、環境調整に取り組む等の活動

を行う。

そうであるにも拘わらず、被疑者段階にのみ国選弁護人が選任され 、

家庭裁判所送致後は弁護士が関与しなくなるという現在の法制度は

あまりにも不合理である。

こうした不合理な事態は早急に解消されるべきである以上、国選付

添人制度の対象の拡大は必然である。

この点、日本弁護士連合会（日弁連）は、こうした不合理な事態を

回避するため、被疑者段階で国選弁護人が選任されていたケースに

ついては、家裁送致後も、付添援助制度を利用することによって弁

護士付添人が選任されるよう尽力してきた。しかし、こうした付添

援助制度は、公的資金によって運用されているものではなく、弁護

士自らが拠出した資金によって運用されているというのが実情であ

る。

　　そもそも少年を含む全ての子どもは将来の社会の担い手である以上、

その少年の冤罪を防ぎ、適正な手続のもと適正な保護処分に付すべ

く、弁護士付添人を選任することは、国の責務のはずである。

６　さらに言えば、被疑者国選弁護制度を拡大した趣旨からしても、国

選付添人制度の拡大は必然である。

　　すなわち、被疑者国選弁護制度も、当初は、その対象が短期１年以

上の重大な事件に限定されていたが、冤罪を防止し被疑者の権利を

守る必要性は、重大事件に限らず、窃盗や傷害等のいわゆる必要的

弁護事件においても同様であることから、最終的には必要的弁護事

件すべてが被疑者国選弁護制度の対象になった。

　　こうした趣旨は少年事件においても妥当する以上、国選付添人制度

の対象の拡大は必然である。

７　加えて、国際法的観点からみても、国選付添人制度の拡大は当然で

ある。

すなわち、日本が批准した子どもの権利条約は、その第３７条



（ d）において、「自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他
適切な援助を行う者と速やかに接触する権利を有」するとし、同条

約第４０条２項（ b）において「刑法を犯したと申し立てられたす
べての児童」には、「防御の準備及び申立てにおいて弁護人その他

適当な援助を行う者を持つこと」が保障されると謳っている。

そうであるとすれば、同条約を批准した国には、少年が弁護士付添

人の援助を受ける権利を実質化する責務がある。

８　以上のとおり、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断を適正に

行い、少年の更生を期すためには、国選付添人制度の対象を、少な

くとも観護措置決定を受けたすべての少年とすべきである。

９　このような考えに基づき、冒頭述べたとおり、当会は、２０１０年

（平成２２年）５月２５日の定期総会において、「国選付添人選任

の対象を観護措置決定を受けた少年すべてに拡大することを求める

決議」を行った。同様の決議は、ほとんどの弁護士会でも行われて

いる。しかし、未だ、国選付添人制度拡充の実現には至っていない。

　　そこで、当会は、決議後も、引き続き国選付添人選任対象の拡大に

向けて活動を行ってきた。

すなわち、日弁連は、この２年間に、全国各地でキャラバンやシン

ポジウムを開催し、国選付添人制度の必要性を市民に訴え続け、そ

の理解は急速に広がっている。当会でも、２０１０年（平成２２

年）９月、２０１２年（平成２４年）２月及び３月と広く市民を参

加対象としたシンポジウムを開催し、その場に参加された国会議員

から賛同の発言を頂いたほか、多数の賛同のメッセージを頂いた。

また、全国の弁護士も、国会議員に対する要請行動を行い、２０１

１年（平成２３年）１０月、２０１２年（平成２４年）３月には院

内集会を実施する等してきたところ、その甲斐もあって、国選付添

人制度の拡充の必要性は国会議員にも広く認識されるところとなっ

た。

そして、新聞報道等によれば、現在、法務省も、国選付添人制度の

対象事件拡大の方向で検討を始めているとのことである。

こうして、当会が２００１年（平成１３年）２月から取り組んでき

た全件付添人制度が、ようやく全面的国選付添人制度として実を結

ぶ可能性が出てきた。



しかしながら、情勢は決して予断を許す状況でもない。非行に対す

る社会の目は厳しく、非行少年に弁護士の援助を行うことへの批判

的な見方も根深く存在する。今後も、弁護士が少年の権利を守り、

少年の更生に寄与する活動をさらに発展・深化させ、そうした実践

の成果を広く市民に伝え続けなければ、制度の実現には結びつかな

い。そして、その活動によって、遅くとも本年度中には国会におい

て国選付添人制度の対象を観護措置決定を受けた少年全員とする少

年法改正案を成立させる必要がある。

弁護士は、これまで主として付添援助制度を利用して付添人活動を

行ってきた。しかし、この付添援助制度については、将来的な財源

確保の見通しが立っていないため、今、国選付添人制度を拡充でき

なければ、現在の付添人選任率を維持することすら危ういという現

状がある。

そこで、当会は、改めて、政府、国会、最高裁判所、及び、法務省

に対し、速やかに、全面的国選付添人制度実現のための法改正を行

うことを求めるものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上


